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ヒトの生殖においてゲノム編集が果たしうる役割 (第 3節) 
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「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告（意見） 

 

総合科学技術・イノベーション会議は、『「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直

し等に係る報告（第一次）～生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用につ

いて～』について、内閣府設置法第２６条第１項第５号及び第４項の規定に基づき、内閣

総理大臣及び関係各大臣に対し、別添のとおり意見を申し出るものである。 

貴府省におかれては、これを踏まえ関係施策の推進を図るよう期待する。 



１．経 緯 

 

２．タスク・フォースにおける検討 

（１）ヒト受精胚の取扱いの基本原則等 

（２）タスク・フォースにおける検討内容 

① 基礎的研究を目的とする場合について 

② 研究として行われる臨床利用について 

「中間まとめ」では、ゲノム編集技術を用いたヒト受精胚のヒトの胎内への移植等

の研究として行われる臨床利用に係る検討が行われ、その結果として、ゲノム編集技

術を用いたヒト受精胚では、オフターゲット及びモザイクの発生に伴う危険性がある

こと、ゲノム編集による標的とする遺伝子改変が他の遺伝子等へどのような影響を及

ぼすか確認できていないこと、世代を越えて遺伝子改変の影響を及ぼしそれに伴う危

険性を払拭できる科学的な実証が十分でないこと等の倫理面、安全面での課題が示さ

れた。これらを踏まえて、現時点では、ゲノム編集技術を用いたヒト受精胚を、ヒト

又は動物の胎内へ移植することは容認することができないとの結論となっている。 

これらに加えて、ゲノム編集技術等は、編集の痕跡が残らず遺伝子改変の確認が困

難であること、ゲノム編集技術等を用いることによる個体発生（胎盤、臍帯等を含む。）

への影響及び後の世代にまで及ぶ遺伝的な影響が不明であること、母体への影響も把

握されていないこと等も危惧されていることから、「中間まとめ」と同様に、タスク・

フォースにおいても、研究として行われる臨床利用として、ゲノム編集技術等を用い

たヒト受精胚をヒト又は動物の胎内へ移植することについては、いかなる目的の研究

であっても、現時点で容認することはできないとの結論に至った。 

なお、タスク・フォースは、医療提供として行われる臨床利用を直接の検討対象と

してはいないが、ヒト受精胚の取扱いを伴うものについて、上述の検討に併せて議論

を行ったところ、研究として行われる臨床利用と同様の課題があることから、医療提

供として行われる臨床利用であったとしてもゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚

をヒト又は動物の胎内に移植することは容認できないとの見解に至った。 

３．生殖補助医療研究を目的とする指針の策定における留意事項 

（１）研究対象とすることが認められる「ヒト受精胚」について 

（２）対象とする技術の範囲について 

（３）研究計画の審査体制について 

必要であることから、これらの知見、観点を有する者の参画が必要である。 

（４）ヒト受精胚の取扱いに当たっての遵守事項等 

 

４．規制の枠組みについて 



５．まとめ 

○ 本報告では、まず将来の生殖補助医療に資する可能性が有る「生殖補助医療研究」を

目的とした「余剰胚」へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究に係る「指針」の策定

を行うことが望ましいとの結論に至った。 

併せて当該「指針」の策定に当たって、審査体制については、２段階の手続とするこ

と、関連する学会、医療関係団体、患者等の組織等と連携すること等の留意事項を「３.

生殖補助医療研究を目的とする指針の策定における留意事項」のとおり取りまとめた。 

以上の結論に基づき、文部科学省及び厚生労働省において「指針」の策定作業等が

速やかに行われることを期待する。 

○ また、研究として行われる臨床利用においては、「生殖補助医療研究」を目的とした

場合であっても、現時点では、倫理面、安全面での課題があることから、ゲノム編集技

術等を用いたヒト受精胚を、ヒト又は動物の胎内へ移植することは容認できないとの

結論に至った。なお、今回の検討では、医療提供として行われる臨床利用を直接の検

討対象としてはいないが、ヒト受精胚の取扱いを伴うものについて、研究として行わ

れる臨床利用と同様の課題があることから、医療提供として行われる臨床利用であっ

たとしてもゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚をヒト又は動物の胎内に移植するこ

とは容認できないとの見解に至った。 

○ 「難病等遺伝性疾患研究」及び「疾患（がん等）研究」を目的とする基礎的研究に係

る検討については、生命倫理専門調査会においてこれらの疾患に係る学会等の見解が

得られ次第、タスク・フォースにおいて速やかに行うとともに、これら以外の「核置

換」等の検討についても、今後進めていくこととする。 

○ 研究用新規作成胚（「ヒト配偶子」及び「ヒト生殖系列細胞」を含む。）の基礎的研究

への利用等については、生命倫理専門調査会において検討を行った後に、タスク・フ

ォースにおいてその取扱い等に係る検討を行うこととする。 

○ 上記に関連する「指針」等の策定に当たっては、複数の細分化したものとするのでは

なく、可能な限り、先行して策定した「指針」等を順次拡充、統合していく等により包

括的な「指針」等として策定していくことを目指す。 

 

 



Supplementary report of the “Basic Principles on Handling of Human Embryos 
2018 March 29th (Excerpt) 

 
Council for Science, Technology and Innovation,  

 
 
 
Based on the principle published in the “Basic Principles on Handling of Human Embryos (2004 
July 23rd)” , we have come to the conclusion that implanting human embryos applied genomic editing 
into a human or an animal womb as a clinical trial is not acceptable even for the assisted reproductive 
medicine research due to the concerns over ethical and safety issues at this point.  
 
Application of genomic editing for therapeutic and medical practices was beyond the scope of the 
discussion at the Council. However, we similarly concluded that it is unacceptable to implant 
genome-edited human embryos into a human or an animal womb even for therapeutic or medical 
practices because concerns and issues for clinical researches are equally applicable for therapeutic 
and medical practices when handling human fertilized embryos. 
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科学技術部の「ゲノム編集嬰児事件」調査結果に関する対応 

日時：2019 年 1月 21 日 発行元：科学技術部 

 

広東省「ゲノム編集嬰児事件」調査グループは，初期段階の調査を通じて，

ゲノム編集嬰児事件が，個人の名誉及び利益の追求のために賀建奎・南方科技

大学副教授が資金を調達して意図的に監視を避け，自ら関係者を組織して，国

家が明確に禁止する生殖目的のヒト胚胎ゲノム編集活動を実施したものである

ことを明らかにした。この事件の性質は下劣であり，科学技術部はこれに対し

て断固として反対し，すでに関係者の科学技術活動を全面的に一時停止させて

いるとともに，調査事実と事件の性質に基づき，関連部門と協力して関係者及

び関係機関に対して法律・規則に基づいて厳しく処分する予定である。次のス

テップでは，科学技術部は関連部門とともに関連する法律法規の完全なる改善

を推進し，生命科学を含む国内の科学研究倫理審査制度を整備する。同時に，

科学技術部は，法令・規則に合致する前提での，これまでの広範な科学研究人

材への奨励及び支援を引き続き同様に行い，科学技術の成果が継続的に人類の

発展をもたらすようにする。 

 

 

＜出典：科学技術部ホームページ＞ 

http://www.most.gov.cn/kjbgz/201901/t20190121_144856.htm 



 

WHO establishing expert panel to develop global standards for governance and oversight of 

human gene editing 

14 December 2018 -- WHO is establishing a global multi-disciplinary expert panel to examine 

the scientific, ethical, social and legal challenges associated with human gene editing (both 

somatic and germ cell). The panel will review the current literature on the state of the research 

and its applications, and societal attitudes towards the different uses of this technology. WHO 

will then receive advice from the panel on appropriate oversight and governance mechanisms, 

both at the national and global level. Core to this work will be understanding how to promote 

transparency and trustworthy practices and how to ensure appropriate risk/benefit 

assessments are performed prior to any decision on authorization.  

The recent application of tools such as CRISPR-Cas9 to edit the human genome have 

highlighted the need for the development of standards in this area. WHO’ s expert working group 
will work in a consultative manner and build on existing initiatives. As WHO proceeds, we are 

liaising with relevant UN and other international agencies, and are in communication with 

Academies of Science and Medicine as well as with bodies that have produced previous reports.  

WHO will be approaching leading experts in the world, and publishing the membership of the 

panel once we receive responses and assess conflicts of interest.  

Call for members - Deadline 11 January 2019 

WHO is soliciting proposals for nominations of experts to serve on its Expert Advisory 

Committee on Developing Global Standards for Governance and Oversight of Human Gene 

editing (the “Advisory Committee”).  
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ゲノム編集による子どもの誕生についての声明 

 

2018 年 11 月末、中国の南方科技大学の賀建奎副教授が、ＨＩＶ（いわゆる「エイズウイルス」）への感染

を抑止するために、ゲノム編集技術を用いた受精胚を使い、双子の女児を誕生させたとの報道がありま

した。詳しい報告は、アメリカ、イギリス、中国などの当該分野の科学者らが開催した「ヒトゲノム編集に

関する国際サミット」（2018 年 11 月 27 から 29 日、香港）でなされました。 

ゲノム編集技術は未だ発展途上の技術であり、出産が事実であるとすれば、出生する子どもへの予期

せぬ副作用や人権問題など、医学的・倫理学的にみて重大な懸念があることが指摘されています。ま

た、HIV 感染の予防であれば他にも方法があったのに、このような方法を用いたことにも批判がなされて

います。生まれてきた子どもに害が及ぶ可能性があり、どのように親の同意を得たのかにも疑問が投げ

かけられています。 

これらも重い倫理的問題であり、こうした臨床研究と医療行為が許容しがたいことの理由として十分かも

しれません。しかし、この臨床研究と医療行為が投げかけたさらに一段と重い倫理的問題があります。

それは、遺伝子改変が世代を超えて不可逆的に子孫に伝わり、人類という種をゲノムのレベルで変えて

いくことの始まりになりかねないという点です。このことの是非は医学者・科学者や特定疾患の患者や関

係者だけに関わるのではなく、人類全体の未来に関わるきわめて重い倫理的問題です。 

今回の報道から明らかになったのは、こうした世代を超えて伝わる生殖系列細胞（精子・卵子・受精卵）

へのゲノム編集が比較的容易に行いうることです。しかし、このような極めて重大な倫理的問題をはらん

だ臨床研究や医療行為が合意形成のプロセスを経ずに行われることはけっして許容できません。デザイ

ナーベイビーというような事態が展開すれば、人類の育種、あるいは優生学的な改変につながります。

特定の疾患の治療等のためになされることが将来ありうるとしても、それはごく狭い例外的な場合に限ら

れなくてはならないでしょう。 

以上のような重大な懸念があるのですから、人間へのゲノム編集の適用、とりわけ生殖系列細胞への

適用、さらには受胎についての法的規制について本格的に検討する必要があります。また、国際規制の

可能性についても検討を始めるべきです。なぜなら、特定の国で規制されないということになれば、他の

国々が倫理的配慮を重んじてもグローバル社会としてくいとめることはできなくなってしまうからです。 

こうした規制を検討するにあたっては、その倫理的根拠について深く掘り下げ、規制の理由を明らかにし

ていかなくてはなりません。広く市民とともにゲノム編集や人の初期のいのちへの介入の倫理問題につ

いて考え、社会的合意を得ていく必要があります。 

このような考察は当該分野の科学者の課題であるとともに、人文学や社会科学の諸分野の学術的課題

でもあります。私ども、日本哲学会理事会・日本倫理学会評議員会・日本宗教学会理事会はこのような

問題の重要性を十分に認識し、ゲノム編集や人の初期のいのちへの介入の倫理問題について社会的

合意を形成すべく、そのための学術知識の基盤を充実させ、合意形成を目指した討議にも積極的に取り

組んでいく所存です。 

                    2018 年 12 月 25 日 

                       日本哲学会理事会 

                       日本倫理学会評議員会 

                       日本宗教学会理事会 
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